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○ 大学の概要

（１）現況 
① 大学名

国立大学法人長岡技術科学大学
② 所在地

新潟県長岡市上富岡町 1603－1
③ 役員の状況

学長名 新原晧一（平成 21 年 9月 16日～平成 25年 9 月 15日）
（平成 25 年 9月 16日～平成 27年 9 月 15日）再任 

 理事数  ３人 
 監事数 ２人 

④ 学部等の構成
工学部
工学研究科
技術経営研究科

⑤ 学生数及び教職員数
学生数 学部学生  １，１９８（１０２）人 

 大学院学生 １，１８０（１６９）人 
教員数 ２１９人 
職員数 １３８人 

（２）大学の基本的な目標等 
 本学は、昭和 51 年、大学院に重点を置いた工学系の新構想大学として

創設され、「現実の技術対象を科学的視点で捉え直し、それによって更

なる技術体系を発展させる“技学”の創出とそれを担える人材の育成」

を基本理念とし、主として高等専門学校卒業生を３年次に受け入れ、学

士－修士課程の一貫教育体制の下で教育・研究に取り組んできている。 

教育面では、社会とともに歩み、次世代の産業をリードする豊かな実

践的・創造的能力を備え、人間性や国際性に富んだ指導的技術者の育成

を目標とするとともに、研究面では、社会構造の変化に対応した高度な

実践的研究を展開し、技術科学による課題解決や新たな価値の創造を目

標としている。さらに、産学共同による教育研究の推進など広く社会と

の連携協力を図ることも、開学時からの一貫した目標である。 

本学の建学の精神は、活力（Vitality）、独創力(Originality)を養う

とともに、世のための奉仕（Services）を重んじるというもので、その

頭文字によるＶＯＳが本学のモットーである。 

このような基本理念、目標の下、第二期中期目標期間では、次の３つ

の事項に重点的に取り組むことにした。 

○創造性豊かで、実践的、指導的能力を有する人材養成のため、教育体

制の整備をより一層促進する。

○「大学力」を結集して、人間・環境共生型の持続可能社会の構築を先

導する重点プロジェクトによる教育・研究の効果的実施と成果の発信

を図る。

○高等専門学校との関係強化を核とし、産学官及び国際社会との連携・
協働を目指した教育・研究の一層の推進とその実施体制の整備・充実
を図る。

平成 25 年 12 月に文部科学省が公表した本学のミッションは、以下のように
総括されており、工学系国立大学としての強み、特色、社会的な役割を意識し
た教育研究を展開していく。 

 

○ 高等専門学校からの学生を主な対象として、創設以来、1万人を超える大学院
レベルの有意な実践的技術者を輩出してきた実績を活かし、産業界に役立つ高度
な実践的・創造的グローバル技術者育成、並びに技学の創成とそれに基づくイノ
ベーションを起こすことのできる高度な研究開発力とマネージング力を有する
産業創造リーダー育成の役割を果たす。 

○ 材料科学、制御システム、ゴムなどの農産物や廃棄物の資源化などを
中心としたグリーンテクノロジー、電気工学やグリーンテクノロジーと
融合したエネルギー分野、及び建設工学、機械工学などの社会・産業基
盤分野並びに情報・エレクトロニクス分野を始め、多くの工学分野にお
ける高い研究実績を活かし、先端的な研究を分野融合的な連携の下推進
する。 
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国立大学法人長岡技術科学大学運営組織図（平成２４年度） 国立大学法人長岡技術科学大学運営組織図（平成２５年度）

教育研究評議会 教育研究評議会

高専連携室

学長特任補佐（将来構想担当） 学長特任補佐（高専連携、将来構想担当）

学長特任補佐（施設建物、地域MP担当） 学長特任補佐（施設建物、地域MP担当）

学長特任補佐（男女共同参画担当） 学長特任補佐（男女共同参画担当）

副学長（国際交流担当） 副学長（国際交流担当）

副学長（教務、組織担当） 副学長（教務担当）

副学長（入試、高専連携、広報担当） 高専連携室 副学長（入試、広報担当）

理事（研究経営、評価、産学官・地域連携担当） 理事（研究経営、評価、産学官・地域連携担当）

評価室 評価室

理事（総務・財務・経営担当） 理事（総務・財務・経営担当）

　役　　員　　会 　役　　員　　会
理事（教育研究、中期目標・計画、将来構想担当） 理事（教育研究、中期目標・計画、将来構想担当）

産学官・地域連携
／知的財産本部

産学官・地域連携
／知的財産本部

監事 監事

総合戦略室 総合戦略室

経営協議会 経営協議会

学 長 学 長

監査室

学長特別顧問

学長特命ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ

監査室

学長特別顧問

学長特命ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ

学長選考会議学長選考会議
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長岡技術科学大学組織図（平成２４年度） 長岡技術科学大学組織図（平成２５年度）
機械創造工学課程 機械創造工学課程

電気電子情報工学課程 電気電子情報工学課程

材料開発工学課程 材料開発工学課程

建設工学課程 建設工学課程

環境システム工学課程 環境システム工学課程

生物機能工学課程 生物機能工学課程

経営情報システム工学課程 経営情報システム工学課程

機械創造工学専攻 機械創造工学専攻

電気電子情報工学専攻 電気電子情報工学専攻

材料開発工学専攻 材料開発工学専攻

建設工学専攻 建設工学専攻

環境システム工学専攻 環境システム工学専攻

生物機能工学専攻 生物機能工学専攻

経営情報システム工学専攻 経営情報システム工学専攻

原子力システム安全工学専攻 原子力システム安全工学専攻

情報・制御工学専攻 情報・制御工学専攻

材料工学専攻 材料工学専攻

エネルギー・環境工学専攻 エネルギー・環境工学専攻

生物統合工学専攻 生物統合工学専攻

副学長 副学長

副学長 教育方法開発センター 副学長 教育方法開発センター

共通教育センター 共通教育センター

語学センター 語学センター

体育・保健センター 体育・保健センター

副学長 分析計測センター 副学長 分析計測センター
（国際交流担当） 技術開発センター （国際交流担当） 技術開発センター

工作センター 工作センター

副学長 学内共同教育 極限ｴﾈﾙｷﾞｰ密度工学研究ｾﾝﾀｰ 副学長 学内共同教育 極限ｴﾈﾙｷﾞｰ密度工学研究ｾﾝﾀｰ
（教務、組織担当） 研究施設等 国際連携センター （教務担当） 研究施設等 国際連携センター

ｅラーニング研究実践センター ｅラーニング研究実践センター

副学長 情報処理センター 副学長 情報処理センター

ラジオアイソトープセンター (入試、広報担当) ラジオアイソトープセンター

音響振動工学センター 音響振動工学センター

理学センター 理学センター

マルチメディアシステムセンター マルチメディアシステムセンター

学長特任補佐 テクノインキュベーションセンター 学長特任補佐 テクノインキュベーションセンター
（将来構想担当） 高性能ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ工学研究ｾﾝﾀｰ （高専連携、将来構想担当） 高性能ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ工学研究ｾﾝﾀｰ

アジア・グリーンテック開発センター アジア・グリーンテック開発センター
学長特任補佐 安全安心社会研究センター 学長特任補佐 安全安心社会研究センター

（施設建物、地域MP担当） メタン高度利用技術研究センター （施設建物、地域MP担当） メタン高度利用技術研究センター

知的財産センター 技学イノベーション推進センター

学長特任補佐 産学融合トップランナー養成センター 学長特任補佐 知的財産センター
（男女共同参画担当） 技術支援センター （男女共同参画担当） 産学融合トップランナー養成センター

技術支援センター

企 画　・　広 報 室

総　 　　務　 　　課 企 画　・　広 報 室

　　　　　人　事　・　労　務　室 総　 　　務　 　　課

財　 　　務　 　　課 　　　　　人　事　・　労　務　室

施　設　管　理　課 財　 　　務　 　　課

研　究　推　進　課 施　設　管　理　課

産学・地域連携課 研　究　推　進　課

産学・地域連携課

学　　 　務 　　　課

学　生　支　援　課 学　　 　務 　　　課

国　　 　際　 　　課 学　生　支　援　課

入　　 　試 　　　課 国　　 　際　 　　課

学　術　情　報　課 入　　 　試 　　　課

　　　　　情　報　基　盤　室 学　術　情　報　課

　　　　　情　報　基　盤　室

大学院技術経営研究科

　就　職　支　援　室
　就　職　支　援　室

学長学長

（教育研究、中期目標・
計画、将来構想担当）

（研究経営、評価、産学官・
地域連携担当）

(入試、高専連携、広報
担当)

（教育研究、中期目標・
計画、将来構想担当）

（研究経営、評価、産学官・
地域連携担当）

システム安全専攻

総務部

事務局

学務部

システム安全専攻

附属図書館 附属図書館

博士後期課程

就職支援部

専門職学位課程

工学部

博士後期課程

大学院技術経営研究科 専門職学位課程

総務部

事務局

学務部

就職支援部

工学部

修士課程

大学院工学研究科

修士課程

大学院工学研究科
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○ 全体的な状況

 本学は、中期計画を達成し、中長期的に成長するため、学長のリーダーシッ
プの下、理事、副学長を構成員とする総合戦略室を中心に、６つの戦略（①技
学の教育拠点としての体制強化、②技学の担い手を育成する連携教育、③技学
を通じた社会貢献と絆の構築、④技学を核とした国際連携、⑤技学教育研究の
情報システムによる高度化、⑥技学を発信する広報の展開）で構成される「中
長期成長戦略」の実現に向け、PDCA サイクルを意識して教育研究の質の向上、
業務運営の改善・効率化を推進した。 
 また、平成 24 年度から開始した文部科学省国立大学改革強化推進事業「三
機関が連携・協働した教育改革事業」の一事業として、グローバルに活躍でき
るイノベーション指向人材の育成に向けたプロジェクトを展開した。 

さらに平成 24 年度に実施した外部評価で得られた提言や国が示した「大学
改革実行プラン」、「国立大学改革プラン」、「再定義された本学のミッション」
を基に、本学の将来構想について、学長のリーダーシップの下、全学的な議論・
検討を行い、「グローバル産学官金融合キャンパス構想」の実現を本学の機能
強化方針として決定し、その実現に向け、教員・事務職員が協働して事業の具
体化を推進した。 

１．教育研究等の質の向上の状況 

（１）教育に関する目標の取組状況 

① 社会との密接な接触を通じて、基礎的専門知識を実際に応用するという実
践的能力を磨くことを目的に、学部第４学年後半の約５ヶ月間を企業に派遣
する「実務訓練」を実施した。 

実施前には参加学生や受け入れ企業双方の意識を高め、意義を明確にする
「実務訓練シンポジウム」を開催したほか、実施後のアンケート内容を分析
して翌年度の実施に反映させるなど、実務訓練の質的向上に取り組んだ。 
また、グローバルに活躍できる技術者を養成するため、海外での実務訓練

を積極的に行い、平成 25年度は 15カ国（27機関）に 48 人（全派遣学生の
約 14％）を派遣した。 

② 本学の教育の質を保証し、国際的に通用する成績評価を行うため、GPA
制度と CAP 制の検討を行い、平成 26 年度からの GPA 制度導入と CAP 制の試
行導入を決定した。 

③ これまで明確でなかった学士・修士課程のディプロマ・ポリシーを制定
し、本学を卒業・修了するまでに身に付けるべき能力を学生に明示すると
ともに、現在のカリキュラムがポリシーに基づいた大学院修士課程修了者
が身に付けるべき基本能力としての特定の専門知識・技能と発展能力を養
成しているかを確認し、カリキュラムの必要な見直しを行った。 

④ 学士・修士課程一貫教育における教育体系の整合性について検討し、能力
と意欲のある学生に学部の早い段階から修士レベルの教育に触れる機会を
与えるとともに、早期修了の実質化を図るため、平成 25 年度から高等専門
学校（以下、高専という。）等で取得した単位を有効活用できる「既修認定
単位の実質化」を全課程で実施した結果、学部段階から修士課程科目を先取
り履修できる者が増加した（30人、延べ 79科目履修）。 

⑤ 教員の「教える能力」を向上させる取組として、ＦＤ「技術教育フロンテ
ィアプログラム」への参加を促進し、27名（前年度 11 名）の参加を得た。 

また、本プログラム修了のためのポイント制度を見直し、教育方法開発セ
ンター主催の「ＦＤ研修会」や海外実務訓練ＷＧ主催の「海外実務訓練ＦＤ」
など多様な研修を修了ポイントの対象に追加した結果、過去最高の８名が本
プログラムを修了し、修了者については教授会で表彰した。 

⑥ 学生の活力・モチベーション、大学への帰属意識を高めるため、学生の公
演・ボランティア活動及び学会発表での授賞等を積極的に広報するとともに
課外活動への参加を推奨した結果、課外活動に参加した学生は第２中期計画
期間に入ってから約２倍（H25:1,689人、全学生の約 71％）に上昇し、大学
ロボコンでの３年連続３位以上での入賞、モデルロケット全国大会団体総合
優勝、地元小中学校における理科教育への貢献などに繋がった。 

⑦ 放置すれば退学に繋がりかねない不登校の学生を早期に把握して必要な
支援を行うシステムを確立し、課程毎の不登校状況の早期把握と学生指導
に反映した。また、様々な問題で悩む学生が増加している状況に鑑み、カ
ウンセラーの勤務時間数を 59 時間増やして学生相談体制を強化した
（H24:847 時間→H25:906 時間）。これらの取組により、２週間以上不登校
の学生９名の不登校を解消したほか、不登校傾向にあった学生９名の修学
状況を改善した。 

⑧ 第１学年一般入試（募集定員 50 名）において、高校から優秀な人材を確
保するため、県内及び東日本の進学校の進路指導担当教員や理科担当教員
を対象とする「最先端技術見学会」（参加者 22 人）を開催した結果、参加
高校からの志願者が増加した（H24:57 人→H25:70 人）。 

また、本学を志願又は興味を持っている生徒の在籍している学校を計画
的に訪問し、実務訓練など本学の特徴ある教育システムを紹介した結果、
例年を上回る志願倍率 3.6 倍を確保した。 

⑨ 東日本大震災で被災した学生に対する経済的支援として、学内予算措置
により、入学料（15 人、4,230 千円）、授業料（38 人、約 10,046 千円）の
免除を平成 23 年度から継続して実施した。 

⑩ 実務訓練をはじめとする実践的な教育の成果として平成 25 年度卒業生
就職率は 98.4％と国公立大理系平均 96.1％(文科省調査)を上回る高い値
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を維持（前年度 98.0％）した。 

（２）研究に関する目標の取組状況 

① 研究力を向上させるための取組として、平成 26 年４月から「研究戦略本
部」の設置、また、教員の研究支援体制を強化するためのリサーチ・アドミ
ニストレーターの配置を行うことを決定した。 

② 将来の戦略的なシーズとなる研究等を発掘して支援するため、若手研究者
による研究や基礎的・萌芽的研究を推進するための学内公募を行い、申請の
あった 55件を対象に、学長ヒアリングを実施し、重点的に研究費を配分（38
件 23,500千円（前年度同額を確保））した。 

③ 本学発の新産業創出を目的とし、学長戦略的経費（40,000 千円）により、
本学の強み、特色を活かした９つの新産業創出プロジェクトを立ち上げた。 

④ 前年度に引き続き 1 名のテニュアトラック教員を国際公募により採用し
た。また、これまでに採用した 3 名については、最終審査を実施し、３名
全員を本学の准教授に採用するなど、若手研究者の養成を推進した。 

⑤ 本学と地元企業とが共同開発した技術により、小型風力発電装置が実用化
されたほか、共同研究を実施している企業と開発した排熱利用による発電技
術が東京モーターショーで紹介されるなど産業の振興に貢献した。 

⑥ 知的財産の取得、活用等を図るため、発明コーディネーターと本年度配置
した発明マネージャーによる特許出願にかかる支援体制を充実させた結果、
平成 25年度の発明届の件数は 49件（前年度 45件）、保有発明特許にかかる
企業等とのライセンス契約件数は 3 件（前年度 1 件）、実施料等収入は 1,654
千円（前年度 82千円）となり、いずれも前年度を上回る成果を得た。 

⑦ 本学の研究成果の活用を促進するため、定例記者会見（毎月開催）、シンポ
ジウム、講演会、セミナー等の機会を通じ、研究成果をわかりやすく発信し
たほか、研究者の論文・著書等をまとめた「研究業績一覧」を発行した。 

（３）その他の目標の取組状況 
（社会連携・地域連携） 
① 地域の理科教育の振興支援のための取組として、スーパーサイエンスハ

イスクールに指定されている長岡高校の理数科の生徒 80 名の課題研究に
指導・助言を行うとともに本学において課題研究発表会を開催した。 

また、普通科の生徒 240 名に本学の講義及び最先端の施設を見学する機
会を提供したほか、包括的連携協定を締結した周辺自治体の教員向けに、
将来理数系・工学系を目指す小中学生の進路指導ができる人材を育成する
教員研修講座を３回（計８講座）開催した（６自治体 38 名参加）。 

② 包括的連携協定を締結している小千谷市の小中学校への授業支援として
科学技術に関する講演会や着衣泳講習会を開催した（７校、627 名）。 

また、開催した小学校を対象として大学訪問、夏休みの科学研究指導、

iPad を使った授業支援、サイエンスショー等の連携事業を実施した。 
③ 地域の産業振興団体である、にいがた産業創造機構、長岡産業活性化協会
等の運営に参画し、地域産業の振興に専門的な立場から指導・助言を行った。 

④ 新潟県次世代地域エネルギー開発拠点の中核機関として、地域の産業界・
金融機関及び自治体等の関連機関と連携し、メタン活用技術研究会（33社）、
バイオマス利用活用研究会（32 社）、小型風力発電装置研究会（27 社）、ス
マートグリッド研究会（27社）で得られた次世代エネルギー関連技術の研究
成果を、本学主催シンポジウムや包括的連携協定を締結した燕三条地場産業
振興センター、小千谷市が主催するイベントにおいて情報発信した。 

⑤ 地域の産業界・金融機関及び自治体等の関連機関と連携し、次世代技術育
成イベント「風力発電の技術コンテスト」を３月に実施し、30名の高専等の
学生の参加を得て技術を競い合う機会を設けるなど、地域における新産業の
発掘と活用促進に向け活動を行った。 

⑥ 本学と包括的連携協定を締結しており、東京電力柏崎刈羽原子力発電所
から 30km 圏内に位置する小千谷市において、放射線についての基礎的な知
識を身に付ける市民講座を実施した（参加者 30 人）。 

⑦ 共同研究実施のため、本学教員が講師となって周辺地域で講演を行う技術
開発懇談会を開催(長岡市外４市)し、各地の企業技術者等(参加者 163 名)と
の交流を深めた。 

⑧ 本学教員が指導・助言した長岡市のまちづくり事業が、中心市街地活性化
の新しいモデルとして公益社団法人日本都市計画学会に高く評価され、2013
年度日本都市計画学会賞(計画設計賞)を受賞した。 

（高専連携） 
① 「三機関が連携・協働した教育改革事業」を豊橋技科大・国立高専機構と
連携・協働し実施した。（３．戦略的・意欲的な計画の取組状況 を参照） 

② 質の高い志願者を増加させるため、高専での出前授業(53回)や高専学生に
本学の教育研究の特徴について紹介する高専訪問（152回）を実施した結果、
志願倍率が上昇した（一般試験志願倍率 H24年度実施2.99倍→H25年度実施
3.42倍）。 

③ 研究での高専連携を強化するため、学長戦略的経費により、高専教員と本
学教員との共同研究の実施を推進（前年度より22件多い117件を採択）した。 

③ 本学の教育研究情報を積極的に高専に提供するため、本学及び出身高専に
愛着を持ち、ものづくりの素晴らしさを経験した本学学生６人を特命学生大
使に任命して出身高専に派遣し、優秀な志願者の確保に繋げた。 

④ グローバル社会をリードする実践的技術者育成のため、６高専８キャンパ
スの高専と協働して、高専４、５年次から修士課程修了まで一貫して教育す
るプログラム「戦略的技術者育成アドバンストコース」を継続して実施す
るとともに、大学院修士課程（ステージ３）のカリキュラムを構築した（苫
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小牧高専のほか４高専が平成26年度からの参加を決定）。また、このプログ
ラムにより、高専教員6名と高専学生14名を英国、ベトナムに派遣し、海外
企業への訪問（工場視察・意見交換）を行うなど高専教育の充実に貢献した。 

⑤ 技術科学大学と高専との連携教育の充実化のため、既修認定単位の実質
化を行い、高専のカリキュラムとの整合性を考慮したカリキュラムの改訂
を検討するとともに、各課程において策定した単位認定の方針に基づき、
専門科目の単位認定を実施した（平成25年度は163名に対して単位認定）。 

⑥ 産学官連携コーディネーター及び発明マネージャーが、インターネット等
を活用し、各高専の特許相談に応じて助言・指導したほか、産学官連携コー
ディネーターが高専を訪問して技術マッチングの相談を行うなど、各高専に
おける産学官連携活動を支援した。 

（国際交流） 

① 今後の世界を牽引する地域との戦略的な交流を推進するため、ツイニン
グ・プログラム及びダブルディグリー・プログラム等を通じた留学生の受
入を推進した結果、全学で 301 人の留学生が在籍し、全学生に占める割合
は 11.5％と工学系国立大学平均の約 7％を上回る高い割合を維持した。 

② 地元住民の国際理解のため、地域からの要望に応じて留学生を派遣する
システムを構築し、母国紹介等を通じた異文化交流の機会を提供した。 

③ タイ・チュラロンコン大学と博士後期課程ダブルディグリー・プログラ
ムに関する協定を締結した（H25.7.15）。 

また、メキシコ・グアナファト大学からは博士後期課程にダブル・ディ
グリー学生 1 名を受け入れた（H25.9～H26.8）。 

④ 南アフリカとの連携強化を目的として、ツワネ工科大学との学術交流協
定を締結した（H25.8.23）。また、同大学と今後の研究協力体制について打
ち合わせを行い、日本学術振興会二国間交流事業に２件の申請を行った。 

⑤ グローバル指向人材を育成するため、タイ、ベトナム及びメキシコにお
ける海外拠点の整備に着手し、タイ・タマサート大学工学部内に本学タイ
事務所を開設（H26.1.6）し、連携教育コーディネーターを配置した。 

⑥ マレーシアとの連携を強化するため、マレーシア同窓会をクアラルンプ
ールで開催（H25.10.20）し、同窓生と同窓会のネットワーク構築について
打合せを行い、海外同窓会組織のネットワーク化を推進した。 

２．業務運営・財務内容等の状況 

（１）業務運営の改善及び効率化に関する目標の取組状況 

① 学長のリーダーシップによる機動的・戦略的な運営体制を実現するため、
学長をトップとする総合戦略室の６つの戦略チーム（将来・教育・連携・国
際・情報・広報）において、チーム毎に前年度の取組と成果を検証し、検
証結果を反映させた平成 25 年度実施計画を策定の上、教員と事務職員とが

協働して業務運営の改善に取り組んだ。 
② 国立大学改革プラン及び再定義された本学のミッションを踏まえ本学の

将来構想を総合的に議論・検討した結果、「グローバル産学官金融合キャン
パス構想」を本学機能強化の方針として決定し、教育研究組織の改革や教育
研究評議会と教授会の役割の明確化、人事委員会の新設及び年俸制の導入を
決定し、実現に向けた取組を開始した。 

③ 経営協議会学外委員との意見交換会を開催し、本学理念や技学教育研究の
推進等、大学経営全般に関する意見をいただき、技学に関するエリート人材
を養成する５年一貫制博士課程「技術科学イノベーション専攻」創設構想を
策定するなどの業務運営の改善に反映した。 

④ 平成 24 年度に実施した、外部有識者による本学の個性・特徴に関する評
価を６月に「外部評価書」として公表した。外部有識者の提言は、本学の機
能強化構想「グローバル産学官金融合キャンパス構想」に繋がった。 

（２）財務内容の改善に関する目標の取組状況 
① 学長のリーダーシップの下、大学改革を着実に実施するため、平成 26 年
度の学長戦略的経費を増額し、本学の強み、特色を活かした機能強化に資す
る事業に重点を置く予算を編成した（H25:1.2 億円→H26:1.36億円）。 

② 外部資金の獲得増を図るため、外部資金申請支援ＷＧにおいて、本学の外
部資金獲得の現状を共通認識するとともに、ＷＧ主催の「科学研究費助成事
業公募説明会」を開催した（H25.10.3参加者 85名）。また、外部資金申請支
援ＷＧメンバーをアドバイザーとする申請相談体制を整備した結果、申請が
対前年度 37 件増加（対前年度比 22.4%増）した。 

③ 研究成果発表会及び包括的連携協定先機関等への情報発信を通して企業、
団体及び金融機関等から照会のあった案件について、産学官連携コーディネ
ーター及びリエゾンマネージャー等が技術相談から共同研究等への展開を
推進した結果、共同研究に繋がる案件が前年度に比べて約 15％増加した。 

（３）自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標の取組状況 
① 平成 24 年度に実施した外部有識者による、本学の個性・特徴に関する評
価を６月に「外部評価書」として公表するとともに、外部有識者の提言を本
学の機能強化構想「グローバル産学官金融合キャンパス構想」に反映させた。 

② 平成 24 年度に受審した大学機関別認証評価の評価結果を検証し、改善が
必要な項目を全学で共有し、客観的かつ厳格な成績評価に必要とされる
GP・GPA 制度導入を決定したほか、英語力向上のため、TOEIC 試験結果に基
づく能力別集中講座の実施など、改善に向けた取組を行った。 

③ 定例記者会見（毎月１回）を開催し、報道機関に定期的に大学情報（教育・
研究の取組・成果、行事等）を発信する場として、積極的に情報発信した。 

また、前年度に開始したツイッターを活用し、スピード感と親近感を重視
した広報活動を行った。 
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④ 地元ケーブルテレビと連携して制作している本学を舞台とする科学番組
「テクノ探検隊」を全国のケーブルテレビで配信するように働きかけた結果、
全国 59局 1000 万世帯で放映されるようになり、全国に向け教育研究情報を
発信する機能が向上した。 

⑤ 地上デジタル放送（ワンセグ）を活用した教育・情報伝達手法を開発する
ため、地上一般放送局(エリア放送)の免許を取得し、本学周辺エリアで教育
関連コンテンツの配信（大学行事、防災情報など）を開始した。 

（４）その他業務運営に関する重要目標の取組状況 
① 事務局職員のリスク管理に関する意識を高めるため、事務局各課の固有業務
に発生しうるリスクや危機管理の対応を一覧表に取りまとめ、学内で共有した。 

② 各研究室等が作成する作業のセーフティ・データ・シート（w-SDS）に基
づき、安全アドバイザーが危険又は有害な機械・設備等が適正に使用されて
いるか確認し、安全使用についての認識が共有できていない 11 箇所につい
て、ミーティングを行うなどの改善を要請した。この取組により、衛生管理
者による学内巡視時の年間指摘件数は年々減少（H23:94 件、H24:64 件、
H25:19件）しており、事故の発生を抑制した。 

③ 監査機能を充実させるため、監事・会計監査人・監査室が実施している
監査内容について意見交換会を実施した。 

④ 研究補助者の雇用実態及び物品の確認等の実地監査を監事と連携して内
部監査を実施した。 

３．戦略的・意欲的な計画の取組状況 

文部科学省の「国立大学改革強化推進事業」に採択された「三機関が連携・
協働した教育改革事業」を豊橋技術科学大学、国立高等専門学校機構と連携・
協働して次のような事業を実施した。 

（体制） 
① 三機関で設置した教育改革推進室の下に海外キャンパス共同設置準備室、
高等専門学校教育高度化推進室、イノベーション産学官融合キャンパス構想
検討部会、海外展開検討部会、ＦＤ等検討部会、カリキュラム検討部会を設
置し、グローバル及びイノベーション指向人材育成関連事業を連携・推進す
る体制を整備した。 

② 本事業の目的である「三機関が連携・協働することにより、教育機能を更
に進化させ、世界で活躍し、イノベーションを起こす実践的技術者を育成す
ること」を広く社会に公表するため、三機関連携・協働教育改革事業シンポ
ジウム「グローバル化時代に求められる実践的技術者像」と題するシンポジ
ウムを開催（H25.10.17）した。 

③ 三機関の長及び外部有識者を構成員とする「技術科学教育研究推進協議会」
を開催(H26.3.19)し、協議会でまとめられた提言等を今後の事業に反映させ
ていくこととした。 

（イノベーション指向人材育成の取組） 
① 三機関（59拠点）をネットワークで結び、多地点接続及び双方向での講義・
会議等を可能とし、教育・研究の膨大なリソースの共有活用を促進する
GI-net（グローバル・イノベーション－ネットワーク）を構築し、平成 26
年４月からの運用に向け、運用体制を整備した。 

② イノベーション指向人材を育成する場として「技学イノベーション推進セ
ンター」を本学内に設置し、教員・企業・学生が協働する研究部門（３部門
５テーマに三機関教員 431名が参加）を立ち上げ、活動を開始した。 

③ 「技学イノベーション推進センター」のキックオフミーティングを開催し、
関係者が一堂に会して今後の戦略、活動等についての意見交換を行った
（H26.2.7～2.8 参加者：2.7全体会 207名、2.8分科会 252 名）。 

（グローバル指向人材育成の取組） 
① 平成 26 年度からの教員ＦＤ事業本格実施に向け、派遣先大学(ニューヨー
ク市立大学クイーンズ校)との協議、教員の先行派遣、高専教員海外派遣（中
期(４週間程度)３名、短期（１週間程度）55 名)及び研修調査等を実施し、
派遣教員の教育研究能力の向上とともに、三機関が連携した長期教員グロー
バルＦＤ事業のプログラム設計を行った。 

② グローバル指向人材育成事業の実施の中心となる「グローバル工学教育推
進機構」を豊橋技術科学大学に設置(H25.10.1)し、本機構を構成する２つの
センター(国際協力センター、国際教育センター)の運営協議会に、本学、国
立高等専門学校機構が参画する体制を整えた。 

４．「今後の国立大学の機能強化に向けての考え方」を踏まえた取組状況 
「国立大学改革プラン」、「再定義された本学のミッション」を基に本学の

強み、特色を踏まえた本学の将来構想を大学として総合的に議論・検討し、「グ
ローバル産学官金融合キャンパス構想」の実現を大学の機能強化方針として決
定し、実現に向けた以下の取組を行った。 
① 本学の技学教育研究システムや産学官融合キャンパスを海外展開し、海外
大学・企業との相互交流を促進し、国際的な人材養成や共同研究推進に向け
た取組を行った。 

② 教員・学生・企業技術者等が融合的にチームを組み、イノベーション創出
を指向した研究開発に取り組む産学官融合キャンパスの構築を進めた。 

③ 学内資源を再配分し、国際的に活躍するグローバル・イノベーションリー
ダーを養成する５年一貫制博士課程「技術科学イノベーション専攻」の設置
に向けた準備を進めた。 

④ 学長のリーダーシップに基づくガバナンス体制を実現するための教育研
究組織の改革や意思決定過程の見直しを行った。 

⑤ 学長のリーダーシップの下、機能強化に向けた学内資源再配分を実現する
仕組（全学人事委員会の設置など）の平成 26 年度実施に向けた検討を行っ
た。 

⑥ 人事・給与制度の見直しを行い、平成 26 年４月からの年俸制の導入を決
定した。 
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○ 項目別の状況

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(1) 業務運営の改善及び効率化に関する目標 
① 組織運営の改善に関する目標

中 
期 
目 
標 

・学長を中心とした執行部による運営体制を強化するとともに、教員と事務系職員の協働による業務運営を実施する。 
・経営協議会等、外部有識者の意見を積極的に活用する。 
・運営改善が恒常的に行われるための仕組みを整備する。 

中期計画 平成 25年度計画 
進捗 

状況 
ｳｪｲﾄ 

【1】学長のリーダーシップのもと、教育研究活動等が活性化できる
ような予算、人員、施設等を流動的に配分する。 

【1-1】学長自らが、各事業を点検できる仕組みを効率的に行えるように

工夫し、教育研究活動等を限られた予算で最大限の効果が得られる予

算編成体制を構築するとともに、不断の見直しを行う。 

Ⅲ 

【1-2】新営及び大型改修工事に際し「建物有効利用推進規程」に基づく

共用スペースを確保し、学長のリーダーシップのもと施設環境委員会

で審議し教育研究活動等が活性化できるよう実験室等を流動的に配置

する。 

Ⅲ 

【2】教員と事務系職員の協働によるプロジェクトチームを適宜立ち
上げ、機動的・一体的な業務運営体制を整備する。 

【2】教員と事務系職員で構成する総合戦略室の各戦略チームにおいて、

業務運営上の課題等について、具体的な改善策の検討を行い、改善に

向けた取り組みを進める。 

Ⅳ 

【3】経営協議会において外部委員から幅広い意見等を得るための方
策を検討し、意見のフィードバックの強化を通じて法人運営に積極
的に活用する。 

【3】引き続き、経営協議会において、審議事項にとらわれず外部委員と

幅広く意見交換を行い、大学運営等に関する意見を得るように努める

とともに、得られた意見に対する大学運営への主な活用状況をウェブ

サイトで公表する。 

Ⅲ 

【4】高専機構・技大協議会における学外者の意見を高等専門学校と
の連携及び法人運営に積極的に活用する。 

【4】引き続き、高専機構・技大協議会における学外者の意見を活用し、

高専との連携強化を図る。 
Ⅲ 

【5】業務評価や監査の結果等を、事業計画等に反映する等、業務が
PDCAサイクルを基本とし推進されるよう組織運営の改善を行う。 

【5】構築した各系における業務運営等の PDCA体制について、質を高め

るための検討を行う。 
Ⅲ 

ウェイト小計 

○ 項 目 別 の 状 況
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(1) 業務運営の改善及び効率化に関する目標 
② 事務等の効率化・合理化に関する目標 

 

中 
期 
目 
標 

・効率的な事務遂行のための事務組織の再編統合を検討し、機能的な事務処理体制を構築する。 
・職員の能力向上及び意識改革のための研修等を積極的に行い、優秀な人材を養成する。 

 

中期計画 平成 25年度計画 
進捗 
状況 ｳｪｲﾄ 

【6】事務量の洗い出し及び人員配置の適正について検討し、事務分
掌の見直しを含めた効率的な再編統合を実施する。 

【6】各課から新規業務等についてヒアリング等を行い、適正な人員配置

を図る。 
Ⅲ  

【7】本学独自の SD を立案・実施し、専門性の高い職種の人材養成を
図るための研修を実施する。 

【7】引き続き、職員の多様な人材養成を図るため、事務職員及び技術職

員の研修を実施する。 
Ⅲ  

 ウェイト小計  

ウェイト総計  

[ウェイト付けの理由] 
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（１） 業務運営の改善及び効率化に関する特記事項等

１．特記事項 
（学長を中心とした運営体制の強化） 
① 学長のリーダーシップによる機動的・戦略的な運営体制を実現するため、
学長をトップとする総合戦略室の下に設置された６つの戦略チーム（将来・
教育・連携・国際・情報・広報）において、チーム毎に前年度の取組と成果
を検証し、検証結果を反映させた平成 25 年度の実施計画を策定のうえ教員
と事務職員とが協働して業務運営の改善に取り組んだ。 

② 国立大学改革プラン及び再定義された本学のミッションを踏まえた本学
の将来構想を総合的に議論・検討し、本学機能強化の取組として、教育研究
組織の改革や意思決定過程の見直し、人事委員会の新設及び年俸制の導入を
決定し、平成 26・27年度の実現に向けた取組を開始した。 

③ 本学発の新産業創出を目的とし、学長戦略的経費（40,000 千円）により、
本学の強み、特色を活かした 9 つの新産業創出プロジェクトを立ち上げた。 

④ 学長のリーダーシップが発揮される運営体制とするため、教育研究組織の
責任者となる系長、副系長の選考手続きを見直し、従来の各系において選出
する方式から、各系の意向調査を参考として学長が選考・任命する方式へ変
更した。 

⑤ 大学全体を見通した教員人事を行うため、学長のリーダーシップに基づく
執行部が主導する人事を推進（平成 25 年度 約 15％）したほか、採用手続の
客観性・透明性を担保するため、教員選考委員会委員として執行部(副学長)
が参画するとともに、原則として最終面接には学長が出席した。 

（教員と事務系職員の協働） 
① 将来戦略チームにおいて、研究力強化に向けた研究支援体制構築のため、
研究支援等に係る委員会等の見直しや、これらの活動を統合的・効果的に行
う研究戦略本部の創設、さらにリサーチ・アドミニストレーターの配置等に
ついて具体的な検討を進め、平成 26年４月から設置することを決定した。 

② 教育戦略チームにおいて、これまで明確でなかった学士・修士課程のディ
プロマ・ポリシーを制定し、本学を卒業・修了するまでに身に付けるべき能
力を学生に明示するとともに、現在のカリキュラムがポリシーに基づいた大
学院修士課程修了者が身に付けるべき基本能力としての特定の専門知識・技
能と発展能力を養成しているかを確認し、カリキュラムの必要な見直しを行
った。また、平成 27年度中の制定に向け、カリキュラム・ポリシーの検討
を進めた。 

③ 広報戦略チームにおいて、大学の知名度向上や学生及び教職員の帰属意識
を高めることを目的として、地域企業と連携した大学グッズの開発に取り組

み、前年度に販売を開始した「技学米進」（越後製菓(株））に続き、「技学之
功」（吉乃川(株)）を学生と協力して開発したほか、H26 年度中の製品化に向
けて(株)ブルボン、朝日酒造(株)とコラボして大学グッズの開発を進めた。 

（外部有識者の積極的活用） 
① 経営協議会学外委員との意見交換会を開催し、本学理念や技学教育研究の

推進等、大学経営全般に関する意見をいただき、技学に関するエリート人材
を養成する５年一貫制博士課程「技術科学イノベーション専攻」創設構想を
策定するなどの業務運営の改善に反映した。 

② 前年度に実施した外部評価の結果をとりまとめた外部評価書を６月に公
表し、そこで得られた提言や国が示した「大学改革実行プラン」、「国立大学
改革プラン」、「再定義された本学のミッション」、本学の将来構想について、
学長のリーダーシップの下、全学的な議論・検討を行い、「グローバル産学
官金融合キャンパス構想」の実現を本学の機能強化方針として決定し、実現
に向けた取組を開始した。 

（組織運営の改善を恒常的に行う仕組みの整備） 
① 大学運営の PDCA サイクルを本学の教育研究組織である「系」においても
実行するため、各系が策定した中期計画に基づく平成 24 年度計画の実施状
況を取りまとめ、それを客観的に評価委員が評価して今後の改善を促すとと
もに、その結果を学内で共有した。 

また、各系の平成 25 年度年度計画を各系から選出した評価担当者が他系
の年度計画を点検・評価して、その意見を各系に通知して教育研究活動や運
営に反映させ、教育研究組織の運営改善に繋げた。 

② 事務局職員のリスク管理に関する意識を高めるため、事務局各課の固有業
務に発生しうるリスクや危機管理の対応を一覧表に取りまとめ、学内で共有
した。 

（職員の資質向上） 
① 国立大学協会及び各国立大学、放送大学等が主催する階層別・専門分野別
研修にのべ 80名を超える職員を参加させ、各々の専門分野に関し基礎的な
理解と知識や意識の向上を深めることにより、職務能力の向上に取り組んだ。 

② 事務職員の国際対応力を強化するため、学外講師（ネイティブスピーカー）
による事務職員語学研修を前年度に引き続き実施した（TOEIC-IPテストの受
講者平均点は研修開始時→終了時で 78 点上昇）。 

③ グローバル化に対応するため、海外ＳＤ研修を実施し、事務職員の英語力

（１） 業務運営の改善及び効率化に関する特記事項等



国立大学法人長岡技術科学大学 

- 11 - 

向上と国際的視野を広げることを狙いとして海外大学等に 16名の事務職員
を派遣した。研修終了後には報告会を開催し、各自の課題と問題意識につい
て発表と意見交換を行い、資質向上に繋げた。 

（男女共同参画の推進） 
① 女性の占める割合が著しく低い理工系分野への女性の進出を促すため、女
性教員が中心となって、理工系の進路に関心のある女子中学生、高校生、父
母を対象とした講演会・パネル・ディスカッションを開催した（参加者 41
名）。 

② 女性教員を増加させるため、教員等の採用にあたり、本学が男女共同参画
を推進していることを明記したうえで公募を行った。 
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(2) 財務内容の改善に関する目標 
① 外部研究資金、寄付金等自己収入の増加に関する目標

中 
期 
目 
標 

・教育研究成果の情報発信等を通じ、外部研究資金や寄附金等社会からの幅広い支援の拡大を図る。 

中期計画 平成 25年度計画 
進捗 
状況 ｳｪｲﾄ 

【8】外部資金獲得に向けた組織的な取組みを強化し、本学にマッチ
した効率的・効果的な外部資金獲得の仕組みを確立する。 

【8】引き続き、外部研究資金等の獲得に向け、公募情報の収集や提供等

を行うとともに、外部資金申請支援 WG 等を中心とした組織的な取組み

を行う。 

Ⅳ 

【9】教育研究成果を産業界等に対して効率的・効果的に発信・還元
することにより、外部資金を積極的に獲得する。 

【9-1】引き続き、研究成果の発信等からフィードバックされたニーズ等

を事業に反映させるとともに、地元企業に加えて自治体を活用してニ

ーズの発掘を行う。 

Ⅲ 

【9-2】地元の金融機関との包括協定に基づき、より密接で効率的な地元

企業への研究成果の発信を行う。 
Ⅲ 

【9-3】コーディネーターによる継続的な産学連携活動により、リエゾン

活動を積極的に展開し、多様な研究成果を還元することにより、外部

資金の獲得を図る。 

Ⅳ 

ウェイト小計 
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(2) 財務内容の改善に関する目標 
② 経費の抑制に関する目標 

 

中 
期 
目 
標 

・「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成 18 年法律第 47号）に基づき、平成 18 年度以降の５年間において国家公務員
に準じた人件費削減を行う。さらに、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2006」（平成 18 年７月７日閣議決定）に基づき、国家公務員の改革を
踏まえ、人件費改革を平成 23 年度まで継続する。 

・予算の効率的・効果的な配分と執行に努めるとともに、業務の成果と経費削減の視点を組み合わせた業務の最適化を行う。 

 

中期計画 平成 25年度計画 
進捗 
状況 ｳｪｲﾄ 

【10】「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関す
る法律」（平成 18年法律第 47 号）に基づき、国家公務員に準じた
人件費改革に取り組み、平成 18 年度からの５年間において、△５％
以上の人件費削減を行う。さらに、「経済財政運営と構造改革に関
する基本方針 2006」（平成 18 年７月７日閣議決定）に基づき、国家
公務員の改革を踏まえ、人件費改革を平成 23 年度まで継続する。 

 

【10】平成 23 年度までの総人件費改革での削減額（6％）を維持するこ

とを目標に、引き続き検討する。 

Ⅲ  

【11】基盤的部分や戦略的部分等業務の性格を見極め、効率的・効果
的な予算配分を行う。また、施設運営の効率化、事務の合理化及び
人員配置の適正化等により業務の効率化を進める等、業務最適化を
目的とした、業務の成果と経費削減両面の判断に基づく見直しを行
う。 

【11-1】引き続き、各業務の性格を見極め、経費削減を図るとともに、

効率的・効果的な業務推進のための予算配分を行うとともに、成果等

について不断の検証を行う。 

Ⅲ  

【11-2】施設の使用実態調査を行い、標準面積を超えて使用している部

署に対し超過面積の使用料を徴収し、共用部分の改修費に充当し効率

的に施設の改善を図る。 

Ⅲ  

 ウェイト小計  
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(2) 財務内容の改善に関する目標 
③ 資産の運用管理の改善に関する目標 

 

中 
期 
目 
標 

・資金計画に基づくリスク管理の下、資金の有効利用を図る。 

 

中期計画 平成 25年度計画 
進捗 
状況 ｳｪｲﾄ 

【12】寄附金など外部資金等について、社会・経済状況等を勘案した
資金計画を策定し、安全・確実な運用管理を行う。 

【12】安全・確実な資金運用範囲を検証のうえ運用を図り、教育研究の

充実向上に資するための経費に充当する。 
Ⅲ  

 ウェイト小計  

ウェイト総計  

[ウェイト付けの理由] 
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（２） 財務内容の改善に関する特記事項等 

１．特記事項 
（外部研究資金の獲得） 
① 外部資金の獲得増を図るため、外部資金申請支援ＷＧにおいて、本学の外
部資金獲得の現状を共有認識するとともに、ＷＧ主催の「科学研究費助成事
業公募説明会」を開催した（H25.10.3 参加者 85 名）。また、外部資金申請
支援ＷＧメンバーをアドバイザーとする申請相談体制を整備した結果、申請
が対前年度で 37件増加（22.4%増）した。 

② 研究成果発表会及び包括的連携協定先機関等への情報発信を通して企業、
団体及び金融機関等から照会のあった案件について、産学官連携コーディネ
ーター及びリエゾンマネージャー等が技術相談から共同研究等への展開を
推進した結果、共同研究に繋がる案件が前年度に比べて約 15％増加した。 

③ 包括的連携協定先の金融機関が主体となって地域を活性化する補助事業
の技術相談役を本学が担当して支援を行った。また、連携協定先の地元金融
機関等３行より、６件の技術相談があり、共同研究の実施に向けたコーディ
ネートを行った。 

④ 企業との共同研究を活性化し、外部資金の獲得につなげるため、「技学イ
ノベーション推進センター」を設置し、教員・コーディネーター・企業・学
生が協働する研究部門（３部門５テーマに三機関教員 431名が参加）を立ち
上げ、活動を開始した。 

（人件費削減） 
① 定時退勤日（毎週水、金）の徹底による超過勤務の縮減や夏季一斉休業（８
月 12 日～14 日）の実施により、人件費削減に向けた取り組みを行った。 

② 我が国の厳しい財政状況及び東日本大震災に対処するため、政府が実施す
る歳出削減対策の一環としての国立大学法人に対する運営費交付金の減額
措置を踏まえ、前年度に引き続き平成25年度も本学職員の給与水準を「国家
公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」に準じて引き下げた。 

（効率的・効果的な予算配分） 
① 学長のリーダーシップの下、大学改革を着実に実施するため、平成 26年
度の学長戦略的経費を増額し、本学の強み、特色を活かした機能強化に資す
る事業に重点を置く予算編成を行った（H25：1.2 億円→H26：1.36 億円）。 

② 予算編成にあたり、各事業のチェックシート及びヒアリングにより、業務
の成果を確認するとともに、経費削減や効率化に努めた事例を調査、検証し、
国立大学改革強化推進補助金や特別経費等において実施している事業と既
存事業との関連性を判断し、効率化が図られる業務を検討のうえ配分する等
の、効率的・効果的な事業推進を目的とした予算を編成した。 

③ 施設の有効活用を促進するため、施設使用実態調査を行い、調査により判
明した非効率スペースを有効利用することとし、スペースチャージとして得
られた予算は、全学共用スペースの改修経費に充当して有効活用した。 

④ 将来の戦略的なシーズとなる研究等を発掘して支援するため、若手研究
者による研究や基礎的・萌芽的研究を推進するための学内公募を行い、申
請のあった 55 件に対し、学長のリーダーシップの下、ヒアリングを実施し、
重点的に研究費を配分（38 件 23,500 千円（前年度同額を確保））した。 

（経費の抑制・削減） 
① 「（効率的・効果的な予算配分）②」参照
② 効果的な設備整備を継続実施するために策定したキャンパスマスタープ
ランに基づき、情報処理センターの外壁改修及び物理化学実験棟の防水改
修、並びに環境システム棟及び生物棟の空調設備改修工事を実施した。 

（資金運用） 
① 効果的な資金運用を行うため、運用可能資金の見直しを行い、運用額を増
加（H24：4.5 億円→H25：6.5 億円）させた。運用に当たっては、低率で推
移している利回り状況を踏まえ、機動的かつ安全・確実な運用を図ることが
必要なことから、政府短期証券での運用を行った。 

② 資金運用により獲得した運用益は、留学生の受入または日本人学生の海外
派遣に係る渡航費、滞在費の一部に充てるなど修学支援に活用した。 

（財務情報の活用） 
① 平成 24 年度における本学の財務状況等について、社会への説明責任と理
解を得るため、財務諸表を基にした「財務レポート」を業務実績とリンクさ
せてグラフや写真を用いて作成し、本学ホームページへの掲載等により、広
く公開・提供した。 

（２） 財務内容の改善に関する特記事項等 
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(3) 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標 
① 評価の充実に関する目標 

 

中 
期 
目 
標 

・第三者評価等の評価結果を大学運営改善に活用し、社会的な役割・責任を果たす。 

 

中期計画 平成 25年度計画 
進捗 
状況 ｳｪｲﾄ 

【13】自己点検・評価及び認証評価機関等の評価を受審し、評価結果
を教育研究等の改善に結び付けるとともに、本学独自の取組みや特
徴をさらに発展させる。 

【13】大学機関別認証評価及び外部評価の評価結果を検証し、教育研究
等の質の向上や活性化に向け、必要に応じた改善を行う。 Ⅳ  

 ウェイト小計  
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(3) 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標 
② 情報公開や情報発信等の推進に関する目標 

 

中 
期 
目 
標 

・社会のニーズを踏まえた適確かつ積極的な情報発信を行う。 

 

中期計画 平成 25年度計画 
進捗 
状況 ｳｪｲﾄ 

【14】大学の教育研究分野における活動方針・活動状況、評価結果等
に関する情報を積極的に公開するとともに、データの集約や分析等
に携わる組織を一元化し、利用者の立場に立った情報発信等を行う
仕組みを整備する。 

【14】全学的な広報戦略を策定・実施する組織を中心に、効果的な情報
発信を行う。 

Ⅲ  

 ウェイト小計  

ウェイト総計  

[ウェイト付けの理由] 
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（３） 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する特記事項等  

１．特記事項 
（評価結果の活用） 
① 平成 24 年度に実施した外部有識者による、本学の個性・特徴に関する評
価を６月に「外部評価書」として公表するとともに、外部有識者の提言を本
学の機能強化構想「グローバル産学官金融合キャンパス構想」に反映させた。 

② 平成 24 年度に受審した大学機関別認証評価の評価結果を検証し、改善が
必要な項目を全学で共有し、客観的かつ厳格な成績評価に必要とされる
GP・GPA 制度の平成 26 年４月からの導入を決定したほか、英語力向上のた
め、TOEIC 試験結果に基づく能力別集中講座の実施など、改善に向けた取
組を行った。明確化が必要とされたカリキュラム・ポリシーについては、
平成 27 年度中の制定に向け検討を進めている。 

③ ＰＤＣＡサイクルを意識した教育研究組織の運営
「（１）業務運営の改善及び効率化に関する特記事項等（組織運営の改善
を恒常的に行う仕組みの整備）①」参照

（情報発信の推進及び体制整備） 
① 定例記者会見（毎月１回）を開催し、報道機関に定期的に大学情報（教育・
研究の取組・成果、行事等）を発信する場として、積極的に情報発信した。 

また、前年度に開始したツイッターを活用し、スピード感と親近感を重視
した広報活動を行った。 

② 地元ケーブルテレビと連携して制作している本学を舞台とする科学番組
「テクノ探検隊」を全国のケーブルテレビで配信するように働きかけた結果、
全国 59局 1000 万世帯で放映されるようになり、全国に向け教育研究情報を
発信する機能が向上した。 

③ 本学の志願者を増加させるため、前年度の志願状況、新入生アンケート等
を分析し、効果が高い時期（高等専門学校の三者面談前の進路検討時期(４
月)、オープンキャンパス参加検討時期(５月)、高校生の志望校決定時期（４
月～７月））に大学案内、研究室ガイドブック、本学の特色チラシ、保護者
用パンフレット、本学ホームページ、新聞広告（県内２回・県外５回）、受
験産業ホームページサイト（４サイト））等を活用して入試情報等の広報を
重点的に行った。 

④ 留学生確保に向けた取組として、在学している留学生がそれぞれの母国語
（タイ語・ベトナム語・スペイン語）で大学を紹介するビデオを作成し、広
報活動に活用した。 

⑤ 留学生を確保するため、ベトナム、タイ、スリランカ、トルコ及び UAEで

開催された留学フェアに参加し、大学情報を積極的に発信した。 

⑥ 留学生を確保するため、海外の学術交流協定機関を訪問する機会（学術交
流協定機関への訪問人数は年間 267 名）をとらえて、本学情報を発信した
（H25：10ヵ国 23機関から 52 名の学生を受入）。 

⑦ 「学部入学式・大学院入学式」及び「学部卒業式・大学院修了式」につい
て、式に参列できない教職員、学生及び父母等に式典の模様を伝えるため、
本学学生サークル「長岡放送研究会」等の協力を得て、インターネットでラ
イブ配信を行った（平均アクセス数約 770 件）。 

⑧ 大学の情報を発信するための新たな試みとして、大学広報誌「ＶＯＳ」
の表紙に大学施設等の動画が閲覧可能なＱＲコードを記載し、携帯電話等か
らも閲覧できるようにして視覚に訴える広報を行った。 

⑨ 大学への帰属意識を高めるため、地域企業と連携した大学グッズの開発に
取り組み、前年度に販売を開始した「技学米進」（越後製菓(株））に続き、「技
学の功」（吉乃川(株)）を学生と協力して開発したほか、(株)ブルボン、朝
日酒造(株)とコラボして大学グッズの開発を進めた。 

⑩ 地域住民の大学への興味・関心を高めるため、桜散策祭、オープンキャ
ンパス、大学祭の開催を積極的に広報し、大学の教育研究に触れる機会を提
供した。 

⑪ 理科教育振興支援及び将来本学を受験する者の確保に繋げることを目的
として、小・中・高校の児童・生徒に遠足・社会見学・修学旅行等を受け入
れ、本学の施設や研究成果等に触れる機会を提供した。 

（３） 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する特記事項等 
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(4) その他業務運営に関する重要目標 
① 施設設備の整備等に関する目標 

 

中 
期 
目 
標 

・キャンパスマスタープランに基づく施設設備整備を推進し、良好なキャンパス環境を形成する。 

 

中期計画 平成 25年度計画 
進捗 
状況 ｳｪｲﾄ 

【15】本学の基本理念に基づき策定したキャンパスマスタープランに
沿って、国の財政状況や社会及び施設需要の変化等を踏まえ、省エ
ネルギー等の環境に配慮した教育研究施設・設備の充実を推進す
る。 

【15】引き続き、キャンパスマスタープランの「建物改修整備等年次計

画」に基づいた予算要求を行うとともに、省エネルギー等対策を優先

的に実施し、教育研究施設・設備の整備を計画的に推進する。 
Ⅲ  

【16】教育研究の高度化・活性化等に対応させるため、安全・安心対
策に配慮し、計画的に老朽施設設備の改善を推進する。 

【16】引き続き、修繕計画及び構内パトロールに基づく優先順位を定め、

安全・安心対策に配慮した老朽施設設備の修繕及び改善を計画的に実

施する。 

Ⅲ  

【17】施設の点検・評価システムを継続して実施するとともに、全学
的な視点に立った施設マネジメントに基づく弾力的・効率的なスペ
ースマネジメントを行う。 

【17】引き続き、室使用実態調査等に基づく施設の点検・評価を実施し、

共用スペースの充実等の施設の有効活用を推進する。 Ⅲ  

【18】環境に配慮したキャンパスの形成を目指した環境配慮等の取組
に関する方針等を策定し、環境保全活動を推進する。 

【18】環境配慮取組報告書素案を策定する。 Ⅲ  

 ウェイト小計  
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(4) その他業務運営に関する重要目標 
② 安全管理に関する目標 

 

中 
期 
目 
標 

・安全対策の強化及び安全管理教育を通じ、労働災害、実験事故等の発生を防ぐとともに、情報セキュリティ管理レベルを上げ、情報資産のより安全な利
活用を図る。 

 

中期計画 平成 25年度計画 
進捗 
状況 ｳｪｲﾄ 

【19】労働安全衛生法等の関係法令を遵守し、安全衛生管理体制の改
善・充実や人的側面も含めた情報セキュリティ管理の拡充強化に取
り組む。 

【19-1】安全アドバイザーと連携し、大学の機械・設備等の適正使用調

査を行い、安全衛生管理体制等の改善を行う。 
Ⅲ  

【19-2】情報セキュリティに対する意識の向上を図るため、その手法を

検討する。 
Ⅲ  

【20】講演会・講習会の開催、研修への参加等による安全教育や情報
資産の安全な利活用を図るため、本学構成員に対する関係規程等の
周知を充実させる。 

【20-1】安全アドバイザーによる講演会、講習会等を実施する。 Ⅲ  

【20-2】メンタルヘルスに関する講演会を実施する。 Ⅲ  

【20-3】学外で行われる講習会、研修会等に教職員を参加させ、安全衛

生に対する意識を高める。 
Ⅲ  

【20-4】情報セキュリティに関する学内サイトの内容の充実に努める。 Ⅲ  

 ウェイト小計  
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(4) その他業務運営に関する重要目標 
③ 法令遵守に関する目標 

 

中 
期 
目 
標 

・法令及び学内規則等の遵守を徹底するための仕組みを整備する。 

 

中期計画 平成 25年度計画 
進捗 
状況 ｳｪｲﾄ 

【21】法令及び学内規則等の遵守のための教職員教育を徹底するとと
もに、業務実行の中で法令遵守及び個人情報の保護や情報漏えい・
不正使用の防止が保障される仕組みを整備し、ガバナンスの徹底に
努める。 

【21-1】法令、届出様式、点検整備記録等の管理を効率的に行うための

方策を実施する。 
Ⅲ  

【21-2】個人情報等の不正使用の防止に関する規則を検討する。 Ⅲ  

【21-3】引き続き、監事、監査室、会計監査人の相互の連携を深めるた

め意見交換、情報共有を行い、効果的な内部監査体制を構築する。 
Ⅲ  

【21-4】引き続き、教職員に対する研究費使用等に関する説明会を適宜

実施し、会計ルールの理解と研究費不正使用防止の浸透を図り、法令

遵守の周知・啓発と意識の高揚を図る。 

Ⅲ  

 ウェイト小計  

ウェイト総計  
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（４） その他業務運営に関する特記事項等 

１．特記事項 
（施設設備の整備・活用） 
① 「（２）財務内容の改善に関する特記事項等（効率的・効果的な予算配分）
③、（経費の抑制・削減）②」参照

② 安全・安心なキャンパスの実現のため、平成 25年 11 月に実施した構内パ
トロールの優先順位に基づき老朽改善等の工事を実施した。 

③ 施設マネジメントを推進するため、大学施設の性能評価システムにより、
低炭素化、老朽、居住環境、教育研究基盤を数値化して保有する施設の評
価を行い、施設整備計画に反映させた。 

（環境保全） 
① 本学における環境マネジメントシステムを構築するため、平成 26 年度中
の公表に向け、「環境配慮取組状況等報告書」の作成を進めた。 

（安全管理） 
① 各研究室等が作成する作業のセーフティ・データ・シート（w-SDS）に基
づき、安全アドバイザーが危険又は有害な機械・設備等が適正に使用されて
いるか確認し、安全使用についての認識が共有できていない 11 箇所につい
て、ミーティングを行うなどの改善を要請した。この取組により、衛生管理
者による学内巡視時の年間指摘件数は年々減少（H23：94 件、H24：64 件、
H25：19件）しており、事故の発生を抑制した。 

② 安全衛生に関する知識・技術を習得させるため、各種講習会、研修会等
に教職員を派遣（11 件、参加人員のべ 21 名）した。なお、受講者からは、
「関係法令の理解を深めた」、「安全教育に関する意識が高まった」との感
想が寄せられ、安全衛生に関する意識の向上にも寄与した。 

③ 教職員に対し、安全に関する基礎知識、取扱い等に関する知識を習得さ
せるため、高圧ガス保安講習会（H25.7）、低圧電気取扱業務の特別教育
（H25.8 及び H26.3）を開催した。 

④ 本学におけるワークライフバランスに関する知識を啓蒙するため、メン
タルヘルスに関する講演会「男性と女性のヘルスリテラシー」(H26.2.27）
を実施した。 

⑤ 情報セキュリティに対する意識の向上を図るため、情報セキュリティに
関する意識調査を実施し、業務に係わる情報の取扱いについて、調査を通
じて職員に認識させることで情報セキュリティに対する意識を向上させた。 

また、IPA（独立行政法人情報処理推進機構）や文部科学省から最新のセ

キュリティ対策情報を収集し、必要に応じて迅速に学内へ周知することで
情報セキュリティに対する意識を向上させた。 

⑥ 学生を対象とする危険防止のための取組として、各学期始め及び休業期
間前等に掲示により事故・ケガの注意喚起を行った。 

特に熱中症予防、台風などの自然災害については、必要に応じて事前に
学生に一斉メールで注意喚起を行った。また、毎月開催するクラブ連絡会
定例会議においても、各代表者に説明し、無理のない活動を行うように注
意喚起を行った。  

⑦ サークルが活動を安全、安心に行えるように「安全安心のための活動の
手引き」を全サークルに作成させ、サークル活動に際しての事故・ケガ等
の防止策を講じた結果、平成 25 年度の事故等件数は 31 件であり、過去３
年間の平均 36 件より減少した。 

⑧ 学生を対象とする事前の危険予知防止活動として、現状を把握して適切
な対応策を準備させることを目的とする学内パトロールを実施した。 

⑨ 事務局職員のリスク管理に関する意識を高めるため、事務局各課の固有業
務に発生しうるリスクや危機管理の対応を一覧表に取りまとめ、学内で共有
した。 

（法令遵守） 
① 各研究室等においてセーフティ・データ・シート（w-SDS）を作成する過
程で、当該機械、設備等にかかる法令を確認し、当該機械等にかかる届出、
点検方法・時期、書類の保存等の管理を行った。また、総括安全衛生管理
者宛てに提出された w-SDS は、安全アドバイザーによる点検を経て安全衛
生管理委員会において 1,025 件が承認を受けた。 

② 本学個人情報保護規則に基づく安全確保の措置を徹底するため、教職員
が個人情報を取り扱う際の留意事項等を具体的に取りまとめた「個人情報
の取扱いの手引（仮称）」を作成することとし、当該手引の作成に向けて関
係情報の収集及び構成内容の検討を行った。 

③ 監査機能を充実させるため、監事・会計監査人・監査室による意見交換
会により、それぞれが実施している監査内容についての情報を交換し、監
査を実施する上で着眼すべき点等についての認識を共有して各監査を実施
した。 

④ 内部監査の客観性を高めるため、研究補助者の雇用実態及び物品の確認
等の実地監査を監事と連携して実施した。 

（４） その他業務運営に関する特記事項等 
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（公的研究費の不正使用防止に向けて取り組んだ事項） 
① 研究上の不正行為を防止するため、科学研究不正行為防止等委員会及び不
正に関する告発窓口を設置し、研究活動における不正に対応する体制を整備
しているほか、研究費不正使用防止規則、研究費不正防止計画、研究費の使
用に関する行動規範及び「研究費執行ハンドブック（教員用）」等に基づき、
研究費を適正に運営・管理するための責任者や相談窓口の設置及び基本的な
会計ルールの明確化等により、不正使用を防止するための対策を講じた。 

② 公的研究費の不正使用を防止する観点から、物品等の購入については、教
員発注を認めず、全て事務局による発注とし、納品検収は系事務室等で行う
体制により、適正に業務を実施した。 
 また、監査体制を強化するため、監査室が行った研究補助者の雇用実態の
確認や物品の確認等の実地監査に当たっては監事も同行して確認を行った。 

③ 科学研究費補助金の公募説明会（参加教員 85 名）において、研究費執行
ハンドブックを活用し、基本的な会計ルールを説明するとともに、不正経
理を行った際の罰則が科せられる事例等を紹介し、法令遵守の徹底に向け
た意識啓発を行った。 

④ 物品の納品検収等を担当する職員が検収業務のルールを正しく理解し、
適正な会計業務を遂行できるようにするため、担当者の意見交換会を開催
した。 

⑤ 文部科学省からの通知に基づき、個人宛て寄附金の受入れがあった場合
の取扱等について、本学教員に対して受入ルールの周知・啓発を行ったほ
か、理解の浸透を目的とする「寄附金の個人経理に関する調査」を実施し
た。 

（研究活動の不正防止や研究者倫理教育等について取り組んだ事項） 
① 新採用職員事務手続説明会時において、本学の研究不正防止のための取組
について説明を行った。また、全教職員宛に研究活動に係る不正行為防止体
制等（科学者の行動規範、研究者倫理の自立的行動の徹底及び告発等受付窓
口等）についてのメールを送付し、周知徹底した(H25.8.30)。 

② 大学院生の新入生ガイダンス（H25.4.5）、教授会（H25.6.12）、知的財産
セミナー（H26.3.12）等において、職務発明規程に基づく発明届出の規定説
明及び発明の新規性喪失に関する注意事項等の説明を行った。 
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Ⅱ 予算（人件費見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

※ 財務諸表及び決算報告書を参照 

Ⅲ 短 期 借 入 金 の 限 度 額 

中 期 計 画 年 度 計 画 実  績 

１ 短期借入金の限度額 

  １０億円 

２ 想定される理由 

  運営費交付金の受け入れ遅延及び
事故の発生等により緊急に必要とな
る対策費として借り入れることが想
定される。 

１ 短期借入金の限度額 

  １０億円 

２ 想定される理由 

  運営費交付金の受け入れ遅延及び事故
の発生等により緊急に必要となる対策費
として借り入れすることがリスク要因と
して想定されるため。 

なし 

Ⅳ 重要財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

中 期 計 画 年 度 計 画 実  績 

 重要な財産を譲渡、処分する計画は想
定していない。 

重要な財産を譲渡、処分する計画は想定
していない。 

なし 

Ⅴ 剰余金の使途 

中 期 計 画 年 度 計 画 実  績 

 教育研究の質の向上及び組織運営の
改善に充てる。 

 中期計画に基づき教育研究の質の向上及
び組織運営の改善に充てる。 

 （単位：百万円） 
教育研究活動の充実費  ４１ 
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Ⅵ そ の 他 １ 施設・設備に関する計画 

中 期 計 画 年 度 計 画 実  績 

（注１）施設・設備の内容、金額については見込み
であり、中期目標を達成するために必要な業
務の実施状況等を勘案した施設・設備の整備
や老朽度合等を勘案した施設・設備の改修等
が追加されることもある。 

（注２）小規模改修について平成 22 年度以降は平
成 21 年度同額として試算している。 
 なお、各事業年度の施設整備費補助金、国
立大学財務・経営センター施設費交付金につ
いては、事業の進展等により所要額の変動が
予想されるため、具体的な額については、各
事業年度の予算編成課程等において決定さ
れる。 

施設・設備の内容 予定額（百万円） 財   源 

・総合研究棟改修
（電気系） 
・小規模改修 

総額  ７３９ 施設整備費補助金 
（５６５） 

船舶建造費補助金 

（   ） 
長期借入金 

（   ） 

国立大学財務・経営
センター施設費交
付金 

（１７４） 

施設・設備の内容 予定額（百万円） 財   源 

総合研究棟改修

（産学融合トップ
ランナー養成セン
ター等）、実験研究

棟(原子力システ
ム安全工学)、ライ
フライン再生(給

水設備)、ライフラ
イン再生(エレベ
ータ設備)、小規模

改修 

総額１,７３３ 施設整備費補助金 

  （１,７００） 
船舶建造費補助金 

（   ） 

長期借入金 
（   ） 

国立大学財務・経

営センター施設費
交付金 

 （ ３３） 

注）金額は見込みであり、上記のほか、業務の実施
状況等を勘案した施設・設備の整備や、老朽度合
等を勘案した施設・設備の改修等が追加されるこ
ともあり得る。 

施設・設備の内容 決定額（百万円） 財   源 

総合研究棟改修

（産学融合トップ
ランナー養成セン
ター等）、実験研究

棟(原子力システ
ム安全工学)、ライ
フライン再生(給

水設備)、ライフラ
イン再生(エレベ
ータ設備)、実験研

究棟改修（電気電
子情報工学系）、小
規模改修 

総額１,１３７ 施設整備費補助金 

   （１,１０４） 

船舶建造費補助金 

（   ） 

長期借入金 

（   ） 

国立大学財務・経営

センター施設費交
付金 

 （ ３３） 

○ 計画の実施状況等
・総合研究棟の耐震補強を含む改修を行った。 
・実験研究棟（原子力システム安全工学）の設計及び新営工事を開始 
 した。 
・老朽化した給水設備の改修を行った。 
・図書館等のエレベーター、ダムウェーターの改修を行った。 

○ 計画と実績の差異の理由
・実験研究棟（原子力システム安全工学）新営事業に係る工事が年度

内に完成しなかったこと、また、実験研究棟改修（電気電子情報 
工学系）改修予算が措置されたことにより、差異が発生した。 
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Ⅶ そ の 他 ２ 人事に関する計画 

中 期 計 画 年 度 計 画 実  績 

（１）教職員人事の基本方針 

教職員人事は、社会のニーズに柔軟に対応した
教育・研究体制の整備・充実を図るため、学長を
中心に執行部の一元的把握の下に行い、その選考
は、教員については原則公募制を継続するととも
に既存の人事交流制度、任期制ポスト等を活用
し、官庁、他機関又は民間企業等から優れた人材
を確保し、事務系、技術系職員については、競争
試験によることを原則とする。ただし、特に高い
専門的知識を要する職種については、独自の選考
方法・基準を設け、公正かつ透明性を保ちつつ、
よりよい人材の確保に努める。 

（１）教職員人事の基本方針 

・学長のリーダーシップによる機動的・戦略的な教
育研究体制の構築のため、教員人事に係る学内配
置ポストを柔軟に運用し、適材適所の教員等の人
事を実施する。 

・高専・両技科大間教員交流制度による人事交流を
推進する。 

・職員戦略的人事方針等要項による人員配置を推進
する。 

（１）教職員人事の基本方針 

・教員人事については、公募により学長を中心と
した執行部の一元的把握の下に行うとともに、
学長裁量ポストによる特定分野、特に教養教育
に配慮した配置を行うなど教育研究の活性化を
図った。 

・高専・両技科大間教員交流制度により、平成 25
年４月１日に木更津工業高等専門学校から１名
を受け入れた。また、平成 26 年４月より茨城工
業高等専門学校から１名を受け入れることとし
た。 

・「長岡技術科学大学事務職員戦略的人事方針等要
項」に基づき、適材適所による配置を基本とし
つつ、三機関連携事業にも配慮して人員配置を
行った。 

（２）教職員に係る人材育成方針 

・グローバル化に伴い国内外の教育・研究機関又は
産業界等との連携に幅広く対応でき得る能力を
備えた人材を養成するため、スタッフ・デベロッ
プメント研修（SD 研修）を充実させ、職務能力
の向上を図る。 

・人事交流制度、長期研修制度及び専門業務研修等
を活用し、具体的な業務を通じて、業務に必要な
知識、技術、技能等を計画的に修得させる一方、
階層別研修等への参加を通じて、職員個々の能力
の向上を目指すとともに幅広い専門性を有する
基幹的職員を養成し、組織管理、運営等の充実強
化を図る。 

（参考）中期目標期間中の人件費総額見込み 

１９，１８１百万円（退職手当は除く） 

（２）教職員に係る人材育成方針 

・「職員資質向上計画」に基づき、職員の多様な人
材養成を図るための研修を実施する。 

・技術職員の研修は、新しく作成した「技術支援セ
ンター技術支援力向上研修の方針」に基づき、今
後も計画的でかつ継続的な研修を行う。 

・国立大学協会及び新潟県内国立大学が主催する階
層別・分野別研修へ積極的に参加する。 

・事務職員の英語研修を継続して行う。 

（参考１）平成25年度の常勤職員数 ３６４人 

（参考２）平成 25 年度の人件費総額見込み 

３，０８８百万円（退職手当は除く） 

（２）教職員に係る人材育成方針 

・国立大学協会及び各国立大学、放送大学等が主
催する階層別・専門分野別研修に延べ 80名を超
える職員を参加させ、各々の専門分野に関し基
礎的な理解と知識や意識の向上を深めることに
より、職務能力の向上に取り組んだ。 

・事務職員の国際対応力を強化するため、学外講
師（ネイティブスピーカー）による事務職員語
学研修を前年度に引き続き実施した（TOEIC-IP
テストの受講者平均点は研修開始時→終了時で
78 点上昇）。 

・グローバル化に対応するため、海外ＳＤ研修を
実施し、事務職員の英語力向上と国際的視野を
広げることを狙いとして海外大学等に 16名の事
務職員を派遣した。研修終了後には報告会を開
催し、各自の課題と問題意識について発表と意
見交換を行い、資質向上に繋げた。 
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○ 別表（学部の学科、研究科の専攻等の定員未充足の状況について）

学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率 

工学部 
機械創造工学課程 
電気電子情報工学課程 
材料開発工学課程 
建設工学課程 
環境システム工学課程 
生物機能工学課程 
経営情報システム工学課程 
１年次課程未配属 

(a) 
(人) 

１９５ 
１９５ 

  ９０ 
  ９０ 
１１０ 
１１０ 

  ７０ 
  ８０ 

(b) 
(人) 

 ２６７ 
 ２５３ 
 １３１ 
 １２１ 
 １２２ 
 １１９ 

８０ 
 １０５ 

(b)/(a)×100 
(％) 

１３７ 
１３０ 
１４６ 
１３４ 
１１１ 
１０８ 
１１４ 
１３１ 

学士課程 計 ９４０ １，１９８ １２７ 

工学研究科 
機械創造工学専攻 
（うち修士課程） 
電気電子情報工学専攻 
（うち修士課程） 
材料開発工学専攻 
（うち修士課程） 
建設工学専攻 
（うち修士課程） 
環境システム工学専攻 
（うち修士課程） 
生物機能工学専攻 
（うち修士課程） 
経営情報システム工学専攻 
（うち修士課程） 
原子力システム安全工学専攻 
（うち修士課程） 

１８４ 

１８８ 

９４ 

８０ 

１００ 

９７ 

６０ 

４０ 

２２６ 

２７６ 

９８ 

７３ 

 １１１ 

９２ 

７５ 

２７ 

１２３ 

１４７ 

１０４ 

９１ 

１１１ 

９５ 

１２５ 

  ６８ 

修士課程 計 ８３８ ９７８ １１７ 

学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率 

工学研究科 

情報・制御工学専攻 

（うち博士課程） 

材料工学専攻 

（うち博士課程） 

エネルギー・環境工学専攻 

（うち博士課程） 

生物統合工学専攻 

（うち博士課程） 

３３ 

３３ 

３３ 

２１ 

４９ 

３３ 

７０ 

２２ 

１４８ 

１００ 

２１２ 

１０５ 

博士課程 計 １２０ １７４ １４５ 

技術経営研究科 システム安全専攻 ３０ ２８ ９３ 

専門職学位課程 計 ３０ ２８ ９３ 

○計画の実施状況等

○工学部の収容数については、本学において第１学年入学者の所属課程の決定
が第２学期当初に行われるため、第１学年の学生は課程未配属として計上し
た。

○本学では９月入学を実施している。

○本学は主として工業高等専門学校からの第３学年編入学者を中心として受
け入れている大学である。毎年、第１学年 80 名、第３年次編入 310 名の入
学選抜を行うが、これら選抜では入学者数の確保のため、定員を上回って合
格者を出している。入学辞退者は一定ではなく、辞退者数の少ない場合には
合格者がある程度多くなってしまうこともあり、それぞれの選抜の増加分が
重なり、結果として入学者は定員を上回っているが、超過率減少に向け努力
している。
 その他、国際交流の推進・国際貢献の充実を図る上で、上記定員枠の外に、
学部・大学院とも毎年多くの留学生を受け入れている。 
 さらに通常の在学期間内に卒業しなかった学生などが留まり、最終学年次
の現員数は他の学年に比べて若干多くなっている。 
 以上のような要因を反映して、本学の学生数は定員数よりも十数％多くな
っている。 
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